
課税額の確認方法（※様式は市町により異なります） 

●令和８年度（令和７年分）課税証明書（見本） 

 

 の「所得割額」が保護者合計
で 182，500 円未満か確認してくださ
い。 

注）「均等割額」ではありません。 

 

保護者が 2名（父母）いる場合は、父母両方の所得割額（市民税・県民税）の合計が、182，500 円未満 

であれば、本給付金の対象となります。所得割額はマイナポータルからも確認することができます。 


